
平成23年度　秋季宗教法学会　企画書

 

シンポジウム：砂川政教分離裁判とその後
― 国公有地上の宗教施設をどのように取り扱うか―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田 近 　肇（岡山大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高畑英一郎（日本大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片桐 直人（近畿大学）

＜企画の趣旨及び概要＞
　平成22年1月に判決が出された砂川政教分離訴訟最高裁判決は、宗教施設に対して公有地を無償で提供する行為の合憲性について、目
的効果基準とは異なる枠組みを用いて違憲との結論を下した。目的効果基準そのものに対する疑問は以前から存在したが、この判決によっ
て、必ずしもこの基準それ自体が放棄されたわけではなく、その結果、この判決は、一方では、どのような場合には依然として目的効果基
準が妥当し、どのような場合には新たな判断枠組みが妥当するのかという新たな論点を生み出したように思われる。
　他方で、この判決の影響は、憲法の政教分離規定の解釈という理論的な側面にとどまらない。宗教施設に対して公有地を無償で提供し続
けることは違憲であるという結論は、多くの地方公共団体にも違憲状態を解消するための対応を迫ることとなった。地方公共団体が所有す
る土地の上に宗教施設が存在している例は広くみられると言われ、本判決後の各地方公共団体の調査によって、神社や鳥居だけでなく、仏
教式の慰霊施設やキリスト教の殉教碑が公有地に存在している事例も明らかになっている。
そこで、このシンポジウムでは、砂川政教分離裁判最高裁判決が憲法解釈にどのような影響をあたえるのかという解釈論的な側面と、今後、
国及び地方公共団体が違憲状態を解消するためどのように対応したらよいのかという実務的な側面の両方の側面から、国公有地上の宗教施
設と政教分離原則の問題について取り上げたい。
その際、砂川政教分離裁判最高裁判決の理論的な分析を内容とする報告のほか、同判決と同日に出された富平神社事件最高裁判決が国有境
内地処分法の例を引いて論じていることから、国有境内地処分法についての報告も必要であろう。
また、平成22年12月に空知太神社事件の差戻後控訴審の判決が下されており、それを踏まえて、違憲状態を解消するためにどうすべき
なのかについて考えることにしたい。その際、一口に「国公有地上の宗教施設」と言っても、当該施設が国公有地に所在するに至った経緯
や根拠、宗教性の強弱、当該施設の利用状況などの具体的事情は千差万別であろうと推測され、そうした実情を紹介する報告のほか、そう
した土地の権利関係を私法的な観点から考察する報告も盛り込むこととしたい。

〔スケジュール〕

http://religiouslaw.org/archives/444


第1部　[砂川政教分離裁判］　　　　（10:00～12:00）
　
１．砂川政教分離訴訟とその影響（PDF)　　　　　　
　　　　　田近　肇（岡山大学）　　　　　　〈10:00～10:20〉　
２．空知太神社事件最高裁判決と目的効果基準（PDF)　
　　　　　中島　宏（山形大学）　　　　　　〈10:20～11:00〉

　
　　（休　憩）　　　　　　　　　　　　　　　　

３．国有境内地処分問題の憲法史的展望（PDF)　　　
　　　　　大石　眞（京都大学）　　　　　　〈11:10～11:50〉　
　
　（昼休み）　　　　　　　　　　　　　　　　　（11:50～13:20）
　

【総　会】　　　　　　　　　　　　　　　（13:20～13:50）
　　　　　総会議題（PDF)

第2部　[砂川政教分離裁判への対応］　 （14:00～17:00）
４．空地太神社（砂川）訴訟最高裁判決等にかかわる地方自治体の反応および対処の現況（PDF)　　　　　　
　　　　　矢澤澄道（月刊『寺門興隆』編集発行人）〈14:00～14:40〉
５．公有境内地と時効取得（PDF)　　　　　 　　　　　
　　　　　竹内康博(愛媛大学) 　　　　　　　　　　　〈14:40～15:20〉
　　（休　憩）

第3部　[ディスカッション]　　　　　　（15:30～16:30）
→宗教法学会秋季学会　会場のご案内
→資料一式をまとめてダウンロード（PDF)
（PDF）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/10/summary_tajika.pdf
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/10/summary_nakajima.pdf
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/10/summary_oishi.pdf
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/10/総会議題.pdf
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/10/summary_yazawa.pdf
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/10/summary_takeuchi.pdf
http://religiouslaw.org/archives/455
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/09/2011_all1.pdf
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2011/09/2011_all1.pdf


第41回宗教法制研究会・第86回宗教法学会　開催のご案内
2023年10月3日

宗教法学会
会員・賛助会員　各位

宗教法学会
理事長　大　石　　　眞

第41回宗教法制研究会・第86回宗教法学会　開催のご案内

　初秋の候、皆様方におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
第41回宗教法制研究会・第86回宗教法学会（2023年度秋季大会）を下記の要領で開催いたしますので、ご参加下さいますよう、ご
案内申し上げます。
会員・賛助会員各位の多数のご参加をお待ちしております。

記

日　時：　2023年11月11日（土）　午前10時〜午後4時
場　所：　上智大学　四谷キャンパス1号館408教室（東京都千代田区紀尾井町7－1）
（同封の地図をご参照ください）
参加方法：　事前に必ず参加登録をお願いいたします。
参加登録は、下記のリンク先から行ってください。イタズラ防止の観点からハイ
パーリンクを無効にしています。アドレスをコピーしてお使いください。
https://forms.gle/82dHwMG2xBKcBzp18
万が一、オンライン開催に変更する場合には、参加登録時に登録されたメールア
ドレス宛に、zoomのミーティングIDおよびパスコード等をお知らせいたします。

　第41回宗教法制研究会（10時〜12時）

遺骨の「帰属」の考え方と民法　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知学院大学　田中　淳子
不当寄附勧誘防止法による統一教会被害者の救済及び被害抑止の可能性　　　弁護士　木村　　壮

昼 休 み（12時〜13時30分）

総　　会（13時30分〜14時）　議題は裏面のとおり

第86回宗教法学会（14時〜16時）

http://religiouslaw.org/archives/1130


近代日本宗教制度の類型的比較研究　　　　　　　　国士舘大学大学院博士課程修了　沖野　大輔
シンガポールの宗教調和維持レジームと社会統合―中立性の意味から考える静岡大学　横濱　竜也

懇 親 会（16時15分〜18時）
会　場：　上智大学四谷キャンパス2号館5階　教職員食堂

第73回　宗教法学会　秋季シンポジウムの開催につきまして
会員各位

先日、会員向け開催通知を送付いたしました。
本HPにも同内容のものを掲示させていただきます。
多くの会員のみなさまのご参加を楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

2016%e5%b9%b4%e7%a7%8b%e5%ad%a3%e5%a4%a7%e4%bc%9a

http://religiouslaw.org/archives/902
http://religiouslaw.org/wp-content/uploads/2016/09/2016年秋季大会.pdf

